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５
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〜
11
時
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６
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９
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■
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子
ふ
れ
あ
い
遊
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簡
単
な
手
遊
び
、
読
み
聞
か
せ
な
ど
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５
月
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５
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５
月
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９
時
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分
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電
話
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■
親
子
で
お
や
つ
作
り
を
し
ま
し
ょ
う

親
子
で
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
作
り
を
楽
し
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□日
①
５
月
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日
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②
５
月
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日
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ず
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も
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時
30
分
〜
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時
30
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①
１
歳
の
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②
２
、
３
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赤
ち
ゃ
ん
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場
「
親
子
で
ス
キ
ン
シ
ッ
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オ
イ
ル
を
使
っ
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マ
ッ
サ
ー
ジ
を
体
験
す
る

□日
５
月
29
日
㈬　

14
時
〜
15
時

は
か
り
の
定
期
検
査
を
実
施
し
ま
す

取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る
「
は
か
り
」
は
、

計
量
法
に
よ
り
２
年
に
１
回
定
期
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

□日
６
月
３
日
㈪
〜
７
月
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日
㈬

※
対
象
の
店
舗
・
事
業
所
に
は
事
前
通
知
し
ま
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心
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も
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親
子
の
エ
プ
ロ
ン
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カ
ー
フ
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ふ
き
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皿
、フ
ォ
ー
ク
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月
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日
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時
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分
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話
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５

１

暮 
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し

福　

祉

広　　告

詳細 ●は市介護福祉課　　32-6345
★は社会福祉協議会　　32-7111

●緊急通報システムの貸与　65歳以上のひとり暮しなどの方で重度の心疾患・脳血管疾患・慢性疾患などに
より発作や急変のおそれがある方に対し、緊急通報システムを貸与します。急病や事故の際に緊急ボタンを
押すと、救急隊員や協力員が対応します　※身体に障がいのある方については社会福祉課（　32－6356）で
も相談を受け付けています
●日常生活用具の給付　65歳以上で低所得のひとり暮しの方または長期にわたって寝たきりの方に、電磁調
理器、火災警報器、自動消火器を給付します
●ふれあいコール　日常の安否が気遣われる方に相談員が週に１度電話をかけて、安否の確認や励ましの声
掛けをおこないます

高齢者・ご家族のみなさんへ
高齢者の保健福祉サービス

■見守りを必要とされている方へ（65歳以上の方）

●理容料金の割引　「老人理容サービス店」のステッカーを掲示している理容店で、料金が500円割引され
ます　※利用の際に年齢を確認できるものを持参してください
●高齢者優待乗車証の交付　１乗車100円で道南バスの市内路線バスが利用できる優待乗車証を交付します。
利用回数の多い方は、お得なフリーパスをお買い求めください

■70歳以上の方へ

●おとしより電話相談　専門の相談員が高齢の方やそのご家族の、心配ごとや悩みごとなどの相談を受けま
す　専用電話　　32－1456

★在宅老人給食サービス　おおむね65歳以上の心身及び生活環境などの理由で食事の準備が困難なひとり暮
らしの方、夫婦世帯の方の自宅へ夕食をお届けします（月～土曜日）
★愛の一声運動　おおむね65歳以上の日常の安否が気遣われるひとり暮らしの方、夫婦世帯の方に乳酸菌飲
料を配布しながら声を掛け、安否の確認をします（休日を除く月～土曜日）

■その他

●紙おむつの給付　要介護４または５の認定を受けているか常時寝たきりまたは認知症状により紙おむつが
必要な方を在宅で介護する家族の方に、紙おむつと尿取りパッドのセットを給付します
●寝具のクリーニング　自宅で常時寝たきり状態にある方の寝具を、年２回までクリーニングします
●家族介護慰労金の支給　過去１年間、要介護４または５と認定されていて、介護保険のサービスを利用し
ていない方を在宅で介護しているご家族へ10万円の慰労金を支給します　※所得制限あり

■ご家族の方へ

サービスによっては、一部費用負担があります

広報とまこまい　平成25(2013)年・5月 18


